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奈良県情報公開審査会奈良県情報公開審査会奈良県情報公開審査会奈良県情報公開審査会のののの第第第第１３９１３９１３９１３９号答申号答申号答申号答申についてについてについてについて行政文書の不開示決定に対する異議申立てについての諮問第１４７号事案に関して、下記のとおり、奈良県情報公開審査会から奈良県知事に対して答申されましたのでお知らせします。記１１１１ 答申答申答申答申のののの概要概要概要概要◎ 答 申：平成２４年５月２５日◎ 実 施 機 関：土木部 道路建設課◎ 対象行政文書：大和郡山広陵線における裁判結果を受けての郡山土木事務所の対応及び処理◎ 諮問に係る処分と理由○ 決 定：不開示（不存在）決定○ 不 開 示 理 由：「大和郡山広陵線における裁判結果を受けての郡山土木事務所の対応及び処理」に係る行政文書の作成又は取得をしていないため◎◎◎◎ 審査会審査会審査会審査会のののの結論結論結論結論：：：：実施機関実施機関実施機関実施機関のののの決定決定決定決定はははは妥当妥当妥当妥当であるであるであるである。。。。◎ 判 断 理 由：○行政文書の不存在について異議申立人は、「大和郡山広陵線における裁判結果を受けての郡山土木事務所の対応および処理」を記載した文書の開示を求めているのに対し、実施機関は、当該文書の作成又は取得をしていないため不存在であると主張しているので、以下検討する。実施機関の説明によると、異議申立人がいう「裁判」とは、郡山土木事務所の職員が用地買収交渉に係る土地の所有者に違法文書を送付したことについて、県を被告として当該所有者が提起した訴訟のことであり、「対応および処理」とは、当該訴訟の判決を踏まえて、郡山土木事務所長外２名が平成○○年○○月○○日に当該所有者宅を訪問した事実が該当するとのことである。しかし、当該訪問は謝罪及び今後の事業協力のお願いを含めた挨拶のためであり、特に記録を残しておくような内容でもなかったことから、当該記録については作成又は取得をしていないとのことである。用地買収交渉の経過その他必要な事項については、用地事務処理要領第５条第２項の規定により、用地交渉日誌又は交渉経過表を作成することになっていることから、実施機関において郡山土木事務所が保有する用地交渉日誌及び交渉経過表を確認したが、本件開示請求の対象となる記録は存在しなかったとのことである。また、郡山土木事務所が保有する異議申立人に係る用地交渉日誌及び交渉経過表を当審査会においても確認したが、異議申立人が主張するような記録は存在しなかった。したがって、本件開示請求に対応する行政文書は存在しないとする実施機関の説明は是認できると判断する。２２２２ 事案事案事案事案のののの経緯経緯経緯経緯① 開 示 請 求 平成２３年 ５月１２日② 決 定 平成２３年 ５月２６日付けで不開示決定③ 異議申立て 平成２３年 ６月１４日④ 諮 問 平成２３年 ７月 １日⑤ 経 過 平成２３年１２月１３日 第１５０回審査会 審議平成２４年 １月３１日 第１５１回審査会 審議平成２４年 ３月１６日 第１５２回審査会 審議平成２４年 ５月１５日 第１５３回審査会 審議


